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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキ装置が設けられた操舵される前輪を収容するホイールハウスの前側に、車体下
面から下方へ突出するとともに車幅方向に延び、車両前方から前記ホイールハウス内に流
入する走行風量を制限するデフレクタ部材が設けられている車両のデフレクタ構造におい
て、
　前記車体下面は前記前輪の中心よりも低い位置に設けられており、
　前記車体下面には、前記前輪の内側部位に向かって前後方向に延びる上方へ窪んだ溝状
窪み部が形成され、
　前記デフレクタ部材は、前記溝状窪み部の後部を跨ぐように配置され、該デフレクタ部
材の前記溝状窪み部を跨ぐ部位に上方に開口した切欠き部が形成され、該切欠き部と溝状
窪み部の後部とによって、走行風が前記ホイールハウス内の前記前輪の内側部位に流入す
ることを許容する開口部が形成され、
　前記デフレクタ部材には、車幅方向に対する接線の傾斜角度が車幅方向外側から前記開
口部に近づくにつれて漸次大きくなるように湾曲した傾斜面を有し、該傾斜面によって走
行風を車幅方向の外側から前記開口部に向かうように案内し、走行風が前記開口部を車幅
方向外側から内側に向かって通過するようにする第１案内壁と、該第１案内壁に案内され
て前記開口部を車幅方向外側から内側に向かって通過する走行風の流れを前記前輪の内側
面の方へ寄るように変更すべく前記開口部の車幅方向内側の縁より後方へ延びる第２案内
壁とが設けられ、
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　前記溝状窪み部は、上方への窪み量が後方へ行くに従って漸次大きくなって前記ホイー
ルハウスに通じており、
　前記溝状窪み部の車幅方向外側の壁面は、下方へ行くに従って車幅方向外側に傾斜して
いることを特徴とする車両のデフレクタ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前輪を収容するホイールハウス内へ流入する走行風量を制限する車両のデフ
レクタ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両走行時に車体下を通過する走行風は前方からホイールハウス内に流入して車体側面
から流出する。一般に、操舵輪である前輪を収容するホイールハウスは前輪の転舵代を見
込んで車幅方向に広く形成されているため、ホイールハウスから車体側面から流出する空
気量が多くなり易い。車体側面から空気が大量に流出すると車両全体の空気の流れを乱す
要因となって、車両全体の空気抗力係数（Ｃｄ値）を悪化させることになる。
【０００３】
　そこで、特許文献１に記載されているように、前輪の前方に板状のデフレクタ部材を配
設してホイールハウス内に流入する走行風量を低減することが提案されている。しかし、
ホイールハウス内に流入する走行風量が低減すると、前輪に設けられたブレーキ装置の走
行風による冷却性が悪化する。このため、同文献では、デフレクタ部材に、ブレーキ装置
を冷却するための走行風を通す開口部を設けることが提案されている。さらに、同文献で
は、ホイールハウス前方の車体下面に前後方向に延びる溝状窪み部を形成し、この溝状窪
み部とデフレクタ部材上部に形成した切欠き部とによって前記開口部を形成すること、並
びに、溝状窪み部の上方への窪み量を後方へ行くに従って漸次大きくすることにより、走
行風が上方へ向かってホイールハウスに流入するようにし、ブレーキ装置の冷却性を高め
ることも提案されている。
【特許文献１】特開２００７－２５３６５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、空気抗力係数（Ｃｄ値）を高めるためにホイールハウス内に流入する走行風量
を低減することと、前輪のブレーキ装置の冷却のために走行風をホイールハウス内に流入
させることとは、相反する要求であり、従来はその両立が困難であった。
【０００５】
　そこで、本発明は、走行風を前輪のブレーキ装置に効率良く導くことができるようにし
て、空気抗力係数（Ｃｄ値）の向上とブレーキ装置の冷却性の向上との両立を図ることを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明では、車幅方向の外側からデフレクタ部材の開口部
に向かうように走行風を案内する案内壁と、開口部を通過した走行風の流れを前輪内側面
（ブレーキ装置）の方へ寄るように変更する案内壁とを設けた。
【０００７】
　すなわち、本発明は、ブレーキ装置が設けられた操舵される前輪を収容するホイールハ
ウスの前側に、車体下面から下方へ突出するとともに車幅方向に延び、車両前方から前記
ホイールハウス内に流入する走行風量を制限するデフレクタ部材が設けられている車両の
デフレクタ構造において、
　前記車体下面は前記前輪の中心よりも低い位置に設けられており、
　前記車体下面には、前記前輪の内側部位に向かって前後方向に延びる上方へ窪んだ溝状
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窪み部が形成され、
　前記デフレクタ部材は、前記溝状窪み部の後部を跨ぐように配置され、該デフレクタ部
材の前記溝状窪み部を跨ぐ部位に上方に開口した切欠き部が形成され、該切欠き部と溝状
窪み部の後部とによって、走行風が前記ホイールハウス内の前記前輪の内側部位に流入す
ることを許容する開口部が形成され、
　前記デフレクタ部材には、車幅方向に対する接線の傾斜角度が車幅方向外側から前記開
口部に近づくにつれて漸次大きくなるように湾曲した傾斜面を有し、該傾斜面によって走
行風を車幅方向の外側から前記開口部に向かうように案内し、走行風が前記開口部を車幅
方向外側から内側に向かって通過するようにする第１案内壁と、該第１案内壁に案内され
て前記開口部を車幅方向外側から内側に向かって通過する走行風の流れを前記前輪の内側
面の方へ寄るように変更すべく前記開口部の車幅方向内側の縁より後方へ延びる第２案内
壁とが設けられ、
　前記溝状窪み部は、上方への窪み量が後方へ行くに従って漸次大きくなって前記ホイー
ルハウスに通じており、
　前記溝状窪み部の車幅方向外側の壁面は、下方へ行くに従って車幅方向外側に傾斜して
いることを特徴とする。
【０００８】
　従って、第１案内壁の傾斜面が走行風を車幅方向の外側から前記開口部に向かうように
案内するため、車両前方からの走行風が開口部に集中することになるとともに、該開口部
を通過する走行風は、車幅方向外側から内側へ向かう、つまり、第２案内壁に向かう流れ
になる。その結果、第２案内壁による走行風流れの変更が効率良く行われ、前記前輪の内
側面（ブレーキ装置）に対する走行風の集中度が高くなる。よって、ホイールハウス内に
流入する走行風量の過度の増大を招くことなく、ブレーキ装置の効率良い冷却が図れるこ
とになる。
【０００９】
　前記第１案内壁の傾斜面は、車幅方向に対する接線の傾斜角度が車幅方向外側から前記
開口部に近づくにつれて漸次大きくなるように湾曲しているから、つまり、第１案内壁の
車幅方向内側寄りの位置になるほど、前記接線の傾斜角度が大きくなるから、走行風が開
口部に入り易くなり、平坦な傾斜面に比べて、開口部の前を横切って車体中央側に逃げる
走行風が少なくなる。また、第１案内壁の車幅方向外側寄りの位置になるほど、前記接線
の傾斜角度が小さくなるから第１案内壁の外端での走行風の切れが良くなる。つまり、走
行風が第１案内壁の車幅方向外側から第１案内壁の裏側に回り込んでホイールハウス内に
流入することを防止する上で有利になる。
【００１０】
　また、溝状窪み部から開口部を通ってホイールハウス内に流入する走行風は、溝状窪み
部の上方への窪み量が後方へ行くに従って漸次大きくなっているから、開口部よりも高い
位置を指向することになり、中心が車体下面高さよりも高位置にある前輪のブレーキ装置
の冷却に有利になる。
【００１１】
　前記溝状窪み部の車幅方向外側の壁面は、下方へ行くに従って車幅方向外側に傾斜して
いるから、溝状窪み部を前記傾斜した側壁面に沿って流れる走行風が前輪のブレーキ装置
を指向し易くなり、該ブレーキ装置の冷却に有利になる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上に述べた通り、本発明によれば、デフレクタ部材が、車幅方向に対する接線の傾斜
角度が車幅方向外側から前記開口部に近づくにつれて漸次大きくなるように湾曲した傾斜
面を有し、該傾斜面によって走行風を車幅方向の外側から前記開口部に向かうように案内
し、走行風が前記開口部を車幅方向外側から内側に向かって通過するようにする第１案内
壁と、該第１案内壁に案内されて前記開口部を車幅方向外側から内側に向かって通過する
走行風の流れを前記前輪の内側面の方へ寄るように変更すべく前記開口部の車幅方向内側
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の縁より後方へ延びる第２案内壁とを備え、第１案内壁の傾斜面が車両前方からの走行風
を開口部に集中させるとともに、該開口部を通過する走行風を第２案内壁に向かわせるか
ら、第２案内壁による走行風流れの変更が効率良く行われ、前輪内側面に対する走行風の
集中度が高くなり、よって、ホイールハウス内に流入する走行風量の過度の増大を招くこ
となく、ブレーキ装置の冷却が図れ、しかも、溝状窪み部の上方への窪み量が後方へ行く
に従って漸次大きくなっているから、溝状窪み部から開口部を通ってホイールハウス内に
流入する走行風が開口部よりも高い位置を指向することになり、中心が車体下面高さより
も高位置にある前輪のブレーキ装置の冷却に有利になり、また、溝状窪み部の車幅方向外
側の壁面が下方へ行くに従って車幅方向外側に傾斜しているから、溝状窪み部を前記傾斜
した側壁面に沿って流れる走行風が前輪のブレーキ装置を指向し易くなり、車両全体の空
気抗力係数（Ｃｄ値）の向上とブレーキ装置の冷却性の向上との両立に有利になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、以下の好ましい実施形態の説
明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意図
するものではない。
【００１４】
　図１に示すように、実施形態に係る車両１は、操舵輪である前輪２と、前輪２を転舵可
能に収納するホイールハウス３とを備えている。そして、ホイールハウス３の前側の車体
下面に、車両前方からホイールハウス３内に流入する走行風量を制限するデフレクタ部材
４が設けられている。ホイールハウス３の前側の車体下面高さは前輪２の中心よりも低く
なっている。デフレクタ部材４は、金属や合成樹脂で形成することもできるが、異物と衝
突したときの衝撃を緩和して損傷・脱落を防止すべく、ゴム等の可撓性材で形成すること
が好ましい。
【００１５】
　図２に車両前部の下面を一部断面で示す。左右の前輪２は、ロアアーム５を含むフロン
トサスペンション（例えば、ダブルウィッシュボーン形式、マクファーソンストラット形
式）により左右独立して車体に懸架されている。ロアアーム５はペリメータフレーム６に
支持されている。左右の各前輪２には、ブレーキ装置７及び操舵用ナックルアーム８が設
けられている。ブレーキ装置７は、ブレーキディスク７ａとキャリパー７ｂとを備えてい
る。デフレクタ部材４は、左右のホイールハウス３の前側の車体下面を形成する左右の側
部アンダーカバー１１各々に固定されている。左右のデフレクタ部材４は、対称形に形成
されており、アンダーカバー１１の下面から下方へ突出しているとともに、車幅方向に延
びている。
【００１６】
　図３及び図４には右側アンダーカバー１１に固定するデフレクタ部材４を示す。デフレ
クタ部材４は、車幅方向内側壁１２と、該車幅方向内側壁１２に続く車幅方向外側の第１
案内壁１３と、車幅方向内側壁１２の背部に設けられた第２案内壁１４とを備えている。
車幅方向内側壁１２における第１案内壁１３寄りの部位に、上方へ開口した矩形状の切欠
き部１５が形成されている。車幅方向内側壁１２及び車幅方向外側の第１案内壁１３各々
の上縁には、当該デフレクタ部材４をアンダーカバー１１に固定するためのフランジ１６
，１７が設けられている。
【００１７】
　本実施形態では、車幅方向内側壁１２は平板状に形成され、車幅方向外側の第１案内壁
１３は円弧状に形成されている。第１案内壁１３は、その中央点の接線が車幅方向内側壁
１２に対して１２０度以上１７０度以下の角度範囲で傾斜している。第１案内壁１３は、
平板状に形成することもできるが、円弧状に形成する場合、その半径は例えば８０ｍｍ以
上１５０ｍｍ以下とすればよい。第２案内壁１４は、切欠き部１５の車幅方向内側の縁よ
り後方へ突出している。第２案内壁１４は、その前部の上端が車幅方向内側壁１２よりも
高くなっており、また、その下面は後端に行くほど地上高が高くなるように傾斜している
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。
【００１８】
　デフレクタ部材４を右側アンダーカバー１１に固定した状態が図５乃至図７に示されて
いる。図５は一部断面にした底面図である。アンダーカバー１１には、前輪２の内側部位
に向かって前後方向に延びる上方へ窪んだ溝状窪み部１８が形成されている。この溝状窪
み部１８は、上方への窪み量が後方へ行くに従って漸次大きくなっており、さらに、溝開
口幅が後端部において拡開して、ホイールハウス３における前輪２より内側部位に通じて
いる。また、溝状窪み部１８の両側壁１８ａ，１８ｂは、下方へ行くに従って車幅方向外
側に傾斜している。両側壁１８ａ，１８ｂの垂直に対する傾斜角度は、図７に示すように
、車幅方向外側の壁面１８ａの方が内側の壁面１８ｂよりも大きくなっている。
【００１９】
　そうして、図５に示すように、デフレクタ部材４は、その切欠き部１５において、溝状
窪み部１８の後部（溝開口幅が拡開し始める位置）を跨ぐように配置され、フランジ１６
，１７によってアンダーカバー１１に固定されている。これにより、デフレクタ部材４の
車幅方向内側壁１２はホイールハウス３の前輪２より内側部分に対応する位置になり、第
１案内壁１３は前輪２側に対応する位置になる。また、図７に示すように、車両前方から
の走行風がホイールハウス３内の前輪２の内側部位に流入することを許容する開口部１９
が、デフレクタ部材４の切欠き部１５とアンダーカバー１１の溝状窪み部１８とによって
形成されている。
【００２０】
　デフレクタ部材４の第１案内壁１３の前面は、走行風を車幅方向の外側から開口部１９
に向かうように案内する傾斜面１３ａに形成されている。すなわち、この傾斜面１３ａは
、その車幅方向内側の端が外側の端よりも後方位置になるように傾斜しており、この傾斜
によって、走行風を開口部１９に案内するものである。好ましいのは、図３及び図５に明
確に示されているように、車幅方向に対する接線の傾斜角度が車幅方向外側から前記開口
部に近づくにつれて漸次大きくなるように湾曲している、例えば、円弧状に湾曲している
ことである。
【００２１】
　本実施形態では、デフレクタ部材４の車幅方向内側壁１２は、その車幅方向内側の端が
外側の端よりも後方位置になるように、車幅方向に対して５度乃至２０度程度傾斜して設
けられている。
【００２２】
　デフレクタ部材４の第２案内壁１４は、開口部１９を通過した走行風の流れを前輪２の
内側面の方へ寄るように変更するべく、開口部１９の車幅方向内側の縁より後方へ延びて
いる。すなわち、この第２案内壁１４は、第１案内壁１３に案内されて開口部１９を車幅
方向外側から内側に向かって通過する走行風の流れを前輪２の内側面の方へ寄るように変
更するものであり、その効率良い変更のために、後端が前端よりも車幅方向の内側位置に
なるように傾斜している。その傾斜角度は、車両前後方向に対して４５度以下であること
が好ましい。また、第２案内壁１４の車幅方向内側壁１２よりも高くなった前部の上部は
溝状窪み部１８に挿入されている。
【００２３】
　次に上記デフレクタ構造の作用を説明する。まず、ホイールハウス３の前側において、
デフレクタ部材４の車幅方向内側壁１２がホイールハウス３の前輪２より内側部分に対応
し、第１案内壁１３が前輪２に対応するように配置されている。これにより、ホイールハ
ウス３に流入する走行風量が制限され、車両１の空気抗力係数（Ｃｄ値）が高くなる。
【００２４】
　このようにホイールハウス３に流入する走行風量は制限されているが、デフレクタ部材
４は、その切欠き部１５とアンダーカバー１１の溝状窪み部１８とによって形成された開
口部１９を備えている。そして、この開口部１９はホイールハウス３における前輪２より
内側部位に対応して設けられているから、走行風がホイールハウス３内の前輪２より内側
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部位に流入することが許容される。これにより、ブレーキ装置７の冷却が図れる。以下、
この点を具体的に説明する。
【００２５】
　ホイールハウス３には、溝状窪み部１８等を通って開口部１９を車体前後方向に通過す
る走行風の他に、車幅方向外側から第１案内壁１３に案内されて開口部１９を車幅方向内
側に向かって通過する走行風とが流入する。このように車両前方からの走行風が開口部１
９に集中するから、開口部１９を通過する走行風の流速は第１案内壁１３がない場合に比
べて速くなる。さらに、第１案内壁１３に案内されて開口部１９に至る走行風の影響によ
り、開口部１９を通過する走行風は、車幅方向外側から内側へ向かう、つまり、第２案内
壁１４に向かう流れになる。
【００２６】
　そして、その車幅方向外側から内側へ向かう走行風の流れは、第２案内壁１４によって
車幅方向外側へ向かうように、つまり、前輪２の内側面の方へ寄るように変更される。そ
の結果、前輪２のブレーキ装置７に対する走行風の集中度が高くなり、デフレクタ部材４
によってホイールハウス３に流入する走行風量が制限されているにも拘わらず、ブレーキ
装置７を効率良く冷却することができる。また、第２案内壁１４は、車幅方向内側壁１２
よりも高くなった前部の上部が溝状窪み部１８に挿入されているから、走行風の流れを効
率良く変更することができる。
【００２７】
　また、上記実施形態の場合は、第１案内壁１３の傾斜面１３ａが湾曲していて、車幅方
向内側寄りの位置になるほど、前記接線の傾斜角度が大きくなるから走行風が開口部１９
に入り易くなり、開口部１９の前を横切って車体中央側に逃げる走行風が少なくなる。ま
た、第１案内壁１３の車幅方向外側寄りの位置になるほど、前記接線の傾斜角度が小さく
なるから第１案内壁１３の外端での走行風の切れが良くなる。つまり、走行風が第１案内
壁１３の車幅方向外側から第１案内壁１３の裏側に回り込んでホイールハウス３に流入す
ることを防止する上で有利になる。
【００２８】
　さらに、アンダーカバー１１の溝状窪み部１８から開口部１９を通ってホイールハウス
内に流入する走行風は、溝状窪み部の上方への窪み量が後方へ行くに従って漸次大きくな
っているから、開口部１９よりも高い位置を指向することになり、中心が高位置にあるブ
レーキ装置７の冷却、特にキャリパー７ｂの冷却に有利になる。また、溝状窪み部１８の
車幅方向外側の壁面１８ａは、下方へ行くに従って車幅方向外側に傾斜しているから、こ
の傾斜した壁面１８ａに沿って流れる走行風の流れがブレーキ装置７を指向し易くなり、
該ブレーキ装置７の冷却に有利になる。
【００２９】
　また、第２案内壁１４は、その下面が後端に行くほど地上高が高くなるように傾斜して
いるから、車両１の後進時に地上の異物に衝突したときの衝撃が小さくなり、デフレクタ
部材４の脱落防止に有利である。
【００３０】
＜性能比較試験＞
　図８に実線で示すように、馬蹄形デフレクタ部材２１をアンダーカバー１１における溝
状窪み部１８より車幅方向外側の部位に装着した比較例１、第８図に二点鎖線で示すよう
に、切欠き部を有する平板状デフレクタ部材２２をアンダーカバー（溝状窪み部なし）に
装着した比較例２、並びに上述のデフレクタ部材４をアンダーカバー１１に装着した実施
形態を準備した。
【００３１】
　比較例１の馬蹄形デフレクタ部材２１は、実施形態に係るデフレクタ部材４の第１案内
壁と同様の地上高に設定した。比較例２の平板状デフレクタ部材２２は、実施形態に係る
デフレクタ部材４と同様の切欠き部を備え、地上高も同様に設定したが、第１案内壁に相
当する部分が平坦である点、第２案内壁を備えていない点、並びに溝状窪み部がない点で
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、実施形態とは相違する。
【００３２】
　上記比較例１，２及び実施形態について、風洞実験によりブレーキ装置冷却性能及び空
力性能を調べた。冷却性能はブレーキ装置７のキャリパー７ｂに当たる風速により評価し
、空力性能はＣｄ値により評価した。その結果を、第１比較例を基準値１００とする相対
値で表１に示す。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　比較例１では、馬蹄形デフレクタ部材２１の車幅方向内側の湾曲によって走行風が溝状
窪み部に案内されるため、風速が比較的高く、また、馬蹄形デフレクタ部材２１の車幅方
向外側の湾曲による走行風の切れが良いため、Ｃｄ値も比較的高い。比較例２では、デフ
レクタ部材２２による走行風の案内がなく、且つ溝状窪み部がないため、風速が比較例１
よりも弱くなっており、また、デフレクタ部材２２の車幅方向外側端からホイールハウス
３への走行風の回り込みがあるため、Ｃｄ値も低くなっている。
【００３５】
　これに対して、実施形態では、比較例１に比べて風速が３割近く増大しており、ブレー
キ装置を冷却する性能が高いことがわかる。この風速の増大は第１案内壁１３及び第２案
内壁１４の効果である。また、実施形態では、Ｃｄ値が若干低くなっているが、その低下
度合いは小さく、所期の空力性能確保に大きな支障とはならない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態に係るデフレクタ構造を備えた車両前部の側視図である。
【図２】同車両前部の底面図（一部断面図）である。
【図３】本発明の実施形態に係るデフレクタ部材の斜視図である。
【図４】同デフレクタ部材の背面図である。
【図５】同車両前部右側の底面図（一部断面図）である。
【図６】図５のＡ－Ａ線での断面図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ線での断面図である。
【図８】比較例に係るデフレクタ構造を示す底面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　車両
　　２　　前輪
　　３　　ホイールハウス
　　４　　デフレクタ部材
　　７　　ブレーキ装置
　１１　　アンダーカバー（車体下面）
　１２　　車幅方向内側壁
　１３　　第１案内壁
１３ａ　　傾斜面
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　１４　　第２案内壁
　１５　　切欠き部
　１８　　溝状窪み部
１８ａ　　傾斜側壁
　１９　　開口部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】



(11) JP 5402017 B2 2014.1.29

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100115691
            弁理士　藤田　篤史
(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(72)発明者  景山　邦弘
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  川北　正寿
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内

    審査官  三宅　達

(56)参考文献  特開２００７－２５３６５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５３６５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｄ　　３７／０２　　　　
              Ｂ６２Ｄ　　３５／０２
              Ｂ６２Ｄ　　２５／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

